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２．特許法 

（定義） 
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 
２ この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 
３ この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 
一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しを

いい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは

輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為 
二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為 
三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、

輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 
４ この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで

きるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供す

る情報であってプログラムに準ずるものをいう。 

（特許権の設定の登録） 
第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。 
２ 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶

予があつたときは、特許権の設定の登録をする。 
３ 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる

事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。 
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 
二 特許出願の番号及び年月日 
三 発明者の氏名及び住所又は居所 
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 
五 願書に添付した要約書に記載した事項 
六 特許番号及び設定の登録の年月日 
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 
４ 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合

に準用する。 

（存続期間） 
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。 
２ 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他

の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政

令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたと

きは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 

（侵害とみなす行為） 
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若

しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流

通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明で

あること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは

輸入又は譲渡等の申出をする行為 
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡

等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般
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に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発

明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若し

くは輸入又は譲渡等の申出をする行為 
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲

渡等又は輸出のために所持する行為 
 
 


